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彦根市長　印　
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｢様式第4号(裏)｣の注意事項
1　この印鑑登録証は、あなたの利益を守るものですから、亡失などしないようあなたが大切に保管してください。
2　印鑑登録証明書の交付は、この印鑑登録証の提示がなければできません。
　(登録印鑑はいりません。)
3　代理人に印鑑登録証明書の交付を依頼されるときも、この印鑑登録証を持参させてください。(委任状等はいりません。)
4　この印鑑登録証を亡失されたときは、事故防止のため直ちに届け出てください。この場合再交付はできませんので、改めて登録の手続が必要です。
5　転出、廃鑑等の場合は、この印鑑登録証を返してください。
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